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町内事業者の皆様へ

　丸亀税務署では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ説明会にお越しください。

消費税軽減税率制度説明会のご案内

消費税の軽減税率制度
平成31年10月1日から、消費税の税率が引き上げられ、
軽減税率制度が実施されます。

標準税率 :10%　軽減税率 :8%

軽減税率制度実施に伴うレジの導入や電子的受発注システム改修には支援制度があります。詳しくは、
軽減税率対策補助金事務局 http: //kzt-hojo.jp/

問税務課　☎７５-６７０２

総務省四国行政評価支局行政相談課　☎087-831-3103問住民サービス課　☎75-6704

問（公社）香川県浄化槽協会　☎087-881-6600　住民サービス課環境衛生係 ☎75-6707

国税庁ホームページ をクリック消費税軽減税率制度
軽減税率制度に関する情報は

軽減税率の対象品目は? ▶飲食料品 （酒類及び外食等を除く）
▶週2回以上発行される新聞 （定期購読契約に基づくもの）

丸亀税務署からのお知らせ

※混雑の状況により、受講いただけない場合がありますので、予めご了承ください。
　また、駐車場には限りがありますので予めご了承ください。

●善通寺商工会議所 ☎62-1124  ●丸亀商工会議所 ☎22-2371

開催日時及び主催者

説明会に関するお問合わせ先

平成29年10月19日（木） 午後2時～午後3時
善通寺市文京町3丁目3番3号、善通寺商工会議所会館3階大会議室

（主催者:善通寺商工会議所）

平成29年10月26日（木） 午後2時～午後3時
丸亀市大手町2丁目1番7号、丸亀市保健福祉センター（ひまわりセンター）4階研修会議室1・2

（主催者:丸亀商工会議所）

定員:100名

定員:100名

Q　「浄化槽法定検査（11条検査）」とは？
A　浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを確認する大変重要な検査です。
Q　保守点検業者と契約していても、法定検査を受けるの？
A　すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと浄化槽法に規定されています。これは放流水の
　　水質検査を受けることにより、平常の保守点検・清掃が適正に行われているかどうか判定するものです。
　　たとえ保守点検業者と委託契約していても、目的が異なるので受けなければなりません。
Q　何をすればいいの？
A　法定検査案内が同協会より届いたら、内容・趣旨をご理解いただき、返送してください。
Q　費用はいくらかかるの？
A　検査料は10人槽までが4,900円、20人槽までが6,700円、50人槽までが7,900円です。
Q　保守点検・清掃・法定検査の業務を分かりやすく説明してください。
A　保守点検と清掃は、人にたとえると日常の健康管理にあたります。法定検査は、健康診断にたとえられています。
　　保守点検・清掃・法定検査は浄化槽の機能を維持するために欠かすことができないので、浄化槽法で管理者
　　(設置者)の義務として規定されています。

困ったら  一人で悩まず  行政相談困ったら  一人で悩まず  行政相談

　総務省では、平成29年10月16日（月）から22日（日）までの一週
間を「行政相談週間」と定め、10月中に行政相談所の開設や様々
な行事を行うこととしています。
　本町では、右記のとおり、総務大臣の委嘱を受けた行政相談委
員が行政相談所を開設し、皆様からのご相談に応じます。
　国の仕事やサービスなどについて、「困っていることがある」、「こ
うしてほしい」、「苦情を申し出たが、説明や対応に納得できない」な
どの苦情や意見・要望をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

　10月1日は「浄化槽の日」です。浄化槽に関する法律「浄化槽法」の全面施行（1985年10月1日）を記
念して制定された日です。
　浄化槽法では、浄化槽管理者は毎年1回、知事が指定した指定検査機関(公社)香川県浄化槽協会によ
る「水質に関する検査」を受検することが法律で義務付けられています。
　良好な水環境の保全のため、法定検査の内容・趣旨をご理解いただき、受検されるようお願いします。

10月１6日（月）～22日（日）は、行政相談週間

大西　守

10月18日（水）
午前10時～
午後3時

10月19日（木）
午前10時～
午後3時

琴平町
総合センター

琴平町
文化会館

区　分

日　時

場　所

行政相談
委員

浄化槽の法定検査を受けましょう！

浄化槽法定検査Q＆A

10月1日は「浄化槽の日」10月1日は「浄化槽の日」

定例相談所 特設相談所



















　手などについたウイルスは石鹸などで洗い流しましょう。

　空気が乾燥しているとインフルエンザにかかりやすくなりますので、
加湿器などを使って50～60％の湿度を保つことが効果的です。

❷外出先から帰ったら、まずうがいと手洗いをする

　身体の抵抗力を高めるために日頃からバランスのと
れた栄養摂取を心がけましょう。

❸栄養のある食事をし、水分をしっかりとる

　予防接種をしてもインフルエンザにかかることはあり
ますが、重症化するリスクを減らすことができます。生後
6か月から受けられます。予防接種をしてから効果が現れ
るまでに約2週間かかるので、早めの接種が望まれます。

❶予防接種を受ける
❹部屋の湿度に気をつける

　インフルエンザが流行している時期は人混みに入るのを控えましょう。
❺人が集まる場所には行かないようにする

　ご家族でインフルエンザにかかり咳などがある方は、周りの人にう
つさないためにマスクを着用しましょう。

❻家族が感染した時は同じ部屋で過ごすことをできるだけ避ける

子 育 て 情 報

身体計測・栄養相談・育児相談
1歳記念手形（H28年9月生～11月生のお子さん）
1歳以上の幼児

第2部
　　午後1時30分～午後3時00分
※1歳記念手形の受付は午後2時30分まで

内 容

対 象

幼児相談

10月24日（火）
総合センター

みなさん
ぜひお越しください。
(予約不要です)

H26年3月生、4月生対 象

午後2時00分～午後2時30分３歳児健診

※対象の方には
個別にご案内を
お送りしています。

子育てマメ知識 インフルエンザ対策はお早めに

里親制度を知っていますか ～温かい家庭を子どもに～
この他にもお子さんのことばや発達、育児に関する悩みや不安などの相談の場を設けています。問健康推進課　☎75-6723

　風邪よりも症状が重くなりやすく、感染力も強いインフルエンザ。お子さんがかかると、まれに肺炎や急性脳症になることもあります。

　すべての子どもは、深い愛情に包まれて、家庭で心身ともに健やかに育つことが望まれます。しかし、現実には家庭のさまざまな
事情により、家族のもとで暮らすことができない子どもがいます。
　このような子どもたちが家族の一員として、温かい愛情と家庭的雰囲気の中で健やかに成長するために里親制度があります。

問県子ども女性相談センター ☎087-862-8861  県西部子ども相談センター ☎0877-24-3173

身体計測・育児相談・情報提供・離乳食相談
※H29年5月生のお子さんにはブックスタート
(絵本の読み聞かせ・絵本のプレゼント)もあります!!
H29年7月生(3か月)・H29年5月生(5か月)・
1歳未満の乳児

第1部 乳児相談　
内 容

対 象

ピヨピヨ広場乳幼児
相 談

H28年2月～4月生

1歳6か月児健診
対 象

10月19日（木）
四国こどもとおとなの医療センター幼児健診

お子さんを感染から守るためにお子さんを感染から守るために

インフルエンザにかかったかなと思ったら
咳や鼻水、高熱などがあったり具合が悪ければ、早めに医療機関を受診して、登園・登校について医師に相談しましょう。

「里親制度説明会」を開催します
日時 平成29年10月29日（日）午後2時～午後4時
場所 かがわ総合リハビリテーションセンター内 福祉センター ２階研修室
内容 里親制度について、先輩里親さん体験談等
対象 里親制度について知りたい方、里親になりたい方 検索さとおやのさと

午後1時15分～午後1時45分受付

午前10時00分～午前11時30分受付
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健　康　情　報健　康　情　報

高齢者インフルエンザ予防接種について

　人間が情報を得る方法の87％は、視覚からと言われています。
 最近はパソコンやタブレット、スマートフォンのゲームなどをやりすぎたりして、涙が少なくなったり（ドライアイ）、
ひどく目が疲れて肩がこる、頭痛がするなどの症状を起こす人が増えています。
　また、2大失明原因の緑内障や糖尿病の合併症の一つである網膜症は初期自覚症状がまったくなく、自覚症状が
出た時には、すでに失明の危機にひんした状態であることがほとんどです。
　大切な目を守るため、生活習慣病を予防するとともに、日頃から目に優しい生活を心がけましょう。

10月10日は目の愛護デーです

問健康推進課 ☎75-6723

問健康推進課 ☎75-6723

対　象　者 琴平町に住所を有し、接種日現在６５歳以上の方等。
期　　 間 平成２９年１０月１日（日）～平成３０年３月３１日（土） （但し、各医療機関の休診日を除く）
自己負担金１,０００円

持参する物 ●健康保険証 ●免除承認書（免除対象者）　　　予診票は琴平町・まんのう町の各医療機関にあります。

　主要な疾病別年齢死亡率の都道府県別状況を見ると香川県では、糖尿病が男性4位、女性3位と全
国でも高い死亡率になっています。
　バランスの良い食事と適度な運動を心がけ、健康に長生きしましょう。

後期高齢者医療からのお知らせ

問県後期高齢者医療広域連合　☎087-811-1866

資料：厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室
　　「主な死因、生、都道府県別年齢調整死亡率（人口１０万対）・順位 －平成２７年－」

図：香川県の死因別及び男女別年齢調整死亡率の順位

高齢者インフルエンザ予防接種を琴平町・まんのう町以外の医療機関で接種希望される方は町外用
の予診票等をお渡ししますので健康推進課までお越し下さい。

※町民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は接種費用が免除（無料）になります。接種前に必ず健康
推進課で申請の手続きをしてください。
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※平成28年10月26日総務省公表の平成27年国勢調査確定値を基に推計しています。

琴平町の現況
（平成29年8月末現在）

■人　口／8,949人
　　　　　　（前月比＋5人） 

●男／4,085人
　　 　（前月比＋3人）

●女／4,864人
　 　　（前月比＋2人）

■世帯数／3,765世帯
　　　　　　（前月比＋5世帯）

土日 月 火 水 木 金

相談種別 日　　時 場　　所

【要予約】 ☎75－1371
10月17日（火） 午後１時～午後３時30分

【前日までに要予約】 ☎75－6701
10月11日（水） 午前１0時～午後3時

 

地域福祉ステーション
地域福祉ステーション
少年育成センター
総 合 セ ン タ ー
文 化 会 館
総 合 セ ン タ ー
総 合 セ ン タ ー
総 合 セ ン タ ー
総 合 セ ン タ ー
総 合 セ ン タ ー
総 合 セ ン タ ー

毎週月～土曜日 午前10時～午後３時

10月26日（木） 午前11時～午後0時 

月～金曜日（祝日以外） 午前9時～午後5時
10月18日（水） 午前10時～午後3時
10月19日（木） 午前10時～午後3時 
10月20日（金） 午前10時～午後3時 
10月12日（木）・ 19日（木） 午前10時～午後3時 
10月26日（木） 午前9時～正午
10月5日（木） 午後1時30分～午後4時30分

ふ れ あ い 相 談
弁 護 士 相 談
少 年 相 談
行 政 相 談
特 設 人 権 相 談
法 務 相 談
障がい者生活支援相談
地 域 療 育 相 談
交 通 事 故 相 談
ハローワーク丸亀出張相談

９ 体育の日 10 11 12 13 14８

2 3 4 5 6 71

16 17 18 19 20 2115

23 24 25 26 27 2822

30 3129

2017

October こんぴらカレンダー10

（仲多度南部消防署）

種別

10月の相談日 交通事故

火災・救急

発生件数
傷　　者
死　　者

月・計

3件 32件
7人 43人
0人 1人

累 計8月

種別

火　　災
救　　急

月・計

0件 0件
57件 465件

累 計8月

（琴平警察署）
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広
 報

総セ

総セ

総セ

総セ

胃がん検診
8:15～11:15受付
予約制
大腸がん検診
9:00～12:00、
13:00～15:00
いきいき健康教室
10:00～11:30
骨粗しょう症検診
13:00～15:00受付

総セ

総セ

総セ

乳がん検診
9:00～11:00、
13：00～15：00受付
子宮頸がん検診
9:00～11:00受付
大腸がん検診
9:00～12:00
13:00～15:00

親子のわんわん教室
（かりんの丘公園）

9:30～11:30
健康太極拳
13:30～15:00 総セ

脳力向上！頭のげんき塾
9:30～11:30
健康体操教室
13:30～15:00

総セ

総セ

健康体操教室
13:30～15:00

子育てカレッジ
10:00～12:00
要予約

総セ
さぬき歌舞伎まつり

さぬき歌舞伎まつり

大腸がん検診
9:00～12:00、
13:00～15:00
ほっとひといき琴平
9:30～13:00
１歳６か月児健診
13:15～13:45受付
３歳児健診
14:00～14:30受付
こんぴらすこぶる元気塾⑥
13:30～15:30

総セ

総セ

総セ

ゆ家

ほっとひといき琴平
10:00～13:00
こころの健康相談
14:00～要予約
こんぴらすこぶる元気塾⑤
13:30～15:30

総セ

総セ

ほっとひといき琴平
10:00～13:00
こころの健康相談
14:00～要予約
こんぴらすこぶる元気塾⑦
13:30～15:30

総セ

総セ

琴南

ゆ家
いきいき健康教室
10:00～11:30

榎公

農改

総セ

健康相談
10:00～11:30
健康相談
13:30～15:00
健康体操教室
13:30～15:00

こども相談
13:00～要予約
健康体操教室
13:30～15:00 総セ

かりん
ほっとひといき琴平
10:00～13:00
こんぴらすこぶる元気塾④
13:30～15:30

総セ

総セ

総セ

文化

いきいき健康教室
10:00～11:30
健康相談
13:30～15:00

医セ

医セ

総セ

総セ

総セ

総セ

胃がん検診
8:15～11:15受付
予約制
大腸がん検診
9:00～12:00
ピヨピヨ広場
（第1部）乳児相談
10:00～11:30受付
（第2部）幼児相談
13:30～15:00
ことばと子育て相談
11:00～要予約

総セ

ゆ家

総セ

胃がん検診
8:15～11:15受付
予約制
いきいき健康教室
10:00～11:30
大腸がん検診
9:00～12:00

総セ

総セ

総合センター
ゆ家 ゆうあいの家

町 （ 県 ） 民 税 3 期
後期高齢者医療保険料 4 期

10月のおもな町税等の納期
医セ 四国こどもとおとなの医療センター
文化 文化会館

かりん かりん健康センター

榎公 榎井公民館
農改 象郷農改センター

琴南 琴南農改センター

ごみ
第2水曜日資源・
廃プラ収集地区
代替収集あり


